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第 １ 章 総 則      

 この計画は水防法第 33条第 1項の規定に基づき、水防事務の調整及びその円滑な実施のため必

要な事項を規定し、もって市内河川の洪水による水害を警戒し、防御し、これによる被害を軽減

することを目的とする。 

 

第 ２ 章 水防組織 

第１節 水防本部機構 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 韮崎市水防本部組織図

会計課

総務班 総務課

秘書人事班 秘書人事課

税務収納班 税務収納課

市民生活班 市民生活課

こども子育て班

財務政策班 財務政策課

議会班 議会事務局

会計班

本部長：市長

長寿介護班

保健師班

建設班 建設課

移住定住促進班 移住定住促進課

インフラ支援部

副本部長：副市長
　　　　　　　教育長

上下水道班 上下水道課

農政班 農政課、農業委員会

物資支援部

商工観光班 商工観光課

医務班

医療部 医療班 市立病院

薬剤班

教育部 教育班 教育課

水防部 水防班 水防団（消防団）

消防本部消防長
（又は消防長の指名

する消防吏員）

庶務班 総務課危機管理担当

デジタル戦略班 デジタル戦略課

総務部

福祉班

保健師

健康づくり班

住民支援部

福祉課

こども子育て課

長寿介護課

健康づくり課



２　韮崎市水防本部分掌事務及び編成表

部　 部員 班  　　　　分           掌           事             務

① 部内の庶務に関すること。

② 部内職員の配備に関すること。

③
所管・関連施設及び事項の被害調査や応急対策に関
すること。

④ 部内の応援協力に関すること。

⑤
部長、本部長の指示に基づく他部の応援協力に関す
ること。

6 優先度の高い通常業務

①
水防本部・災害対策本部の設置及び本部の庶務に関
すること。

②
水防協議会・防災会議その他の関係機関との連絡等
に関すること。

③ 各部、各班との連絡調整に関すること。

④ 災害情報の受領、伝達に関すること。

⑤ 避難情報の発令に関すること。

⑥ 防災行政無線に関すること。

⑦
県、他市町村、自衛隊等への応援要請及び相互応援
協定に関すること。

8 災害救助法の請求に関すること。

① 臨時ヘリポ－トの開設に関すること。

② 水害時の交通規制実施の協力に関すること。

③ 自主防災組織との連絡調整に関すること。

④
水防本部・災害対策本部における本部員に関するこ
と。

5
水害対策に係る物品の調達及び工事の契約に関する
こと。

6 水害対策に必要な用地等の総合調整に関すること。

7 水害時の交通規制実施の協力に関すること。

8 その他、他の部の所管に属さないこと。

① 本部長及び副本部長に関すること。

② 水防対策活動従事者の食料等の確保に関すること。

③ 職員の非常招集、解散に関すること。

④ 職員の服務及び出動に関すること。

⑤ 職員等の安否確認に関すること。

⑥
水防本部・災害対策本部における本部員に関するこ
と。

7 災害視察者及び見舞者に関すること。

8 災害派遣職員の受入れに関すること。

9 職員の健康管理に関すること

1 市議会の連絡に関すること。

2
水防本部・災害対策本部における本部員に関するこ
と。

議会班
（議会事務局長）

※各部共通事務

(各部長の指示により行うこと）

危機管理担当
庶務班

（危機管理担当L）

総　務　部
（総務課長）

総務課
総　務　班

（兼 総務課長）

秘書人事課
秘書人事班

（秘書人事課長）

議会事務局



部　 部員 班  　　　　分           掌           事             務

①
被災者の苦情、陳情、相談、問い合わせ等の受付に
関すること。

②
被害状況等の取りまとめ及び県等への報告に関する
こと。

③ 外国人の避難所支援に関すること。

④ 帰宅困難者対策に関すること。

⑤
水防本部・災害対策本部における本部員に関するこ
と。

6 災害対策に関する財政計画に関すること。

7 被災者生活支援（外国人）に関すること。

① 市民への広報活動に関すること。

② 水害状況の記録、撮影に関すること。

③ 報道関係との連絡及び記者会見に関すること。

④ 情報システムの危機管理及び安全対策に関すること。

⑤ OA器類の点検、安全確保対策に関すること。

⑥
水防本部・災害対策本部における本部員に関するこ
と。

①
水防本部・災害対策本部における本部員に関するこ
と。

2 水害の経理出納に関すること。

3 義援金の受付及び保管に関すること。

4 指定金融機関等との連絡調整に関すること。

① （上下水道部水道班・下水道班に準ずる。）

2 住家被害の調査に関すること。

3 罹災証明の発行に関すること。

4 被災納税者の減免等に関すること。

5 被災住民への税関係の相談に関すること。

①
被災者支援システムに関すること。（安否状況、死亡
者等の情報収集）

②
処理することの出来ない一般廃棄物の処理に関する
こと。

3 死体の処理及び埋火葬に関すること。

4 遺体収容所の設置運営に関すること。

5 被災地の消毒等防疫対策に関すること。

① 避難所の開設及び運営に関すること。

② 要配慮者の安否確認及び救助救援に関すること。

③ 要配慮施設に対する連絡調整に関すること。

④
避難所運営における外部への支援要請の検討に関す
ること。

5 被災者生活支援（乳幼児や妊婦）に関すること。

住民支援部
（福祉課長）

税務収納課
税務収納班

(税務収納課長)

市民生活課
市民生活班

(市民生活課長）

こども子育て課
こども子育て班
（こども子育て課

長）

総　務　部
（総務課長）

財務政策課
財務政策班

（財務政策課長）

デジタル戦略課
デジタル戦略班
（デジタル戦略課

長）

会計課
会計班

（会計課長）



部　 部員 班  　　　　分           掌           事             務

① 要配慮者の安否確認及び救助救援に関すること。

② 炊出し及びその他食料品の調達、配給に関すること。

③ 避難情報の周知、発令時の避難誘導に関すること。

④ 福祉避難所の開設及び運営に関すること。

⑤ 要配慮施設に対する連絡調整に関すること。

⑥
福祉避難所運営における外部への支援要請の検討に
関すること。

7 災害弔慰金の支給等に関すること。

8 被災者生活再建支援金の支給に関すること。

9 被災者生活支援（障害者・被保護者）に関すること。

① 社会福祉協議会との連絡に関すること。

② 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

③ 要配慮者の安否確認及び救助救援に関すること。

④ 福祉避難所の開設及び運営に関すること。

⑤
避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関するこ
と。

⑥ 要配慮施設に対する連絡調整に関すること。

⑦
要配慮者対策に関する外部への支援要請の検討に関
すること。

8 被災者生活支援（高齢者・要介護者）に関すること。

9 ボランティアセンターの開設協力に関すること。

①
韮崎市医師会、北巨摩医師会、韮崎市歯科医師会と
の連絡に関すること。

② 救護所の設置に関すること。

③
市内医療施設の被害調査及び情報伝達と調整に関す
ること。

④ 傷病者の応急手当及び連絡に関すること。

⑤ 感染症の予防及び保健衛生指導に関すること。

6
被災住民に対する心身及び食生活支援対策等各種相
談業務に関すること。

7 遺体の検案及び収容の協力に関すること。

① 感染症の予防及び保健衛生指導に関すること。

② 救護所の設置に関すること。

③ 避難所の生活環境に関すること。

④
山梨県福祉医療対策本部及び保健所との連絡調整に
関すること

⑤ 外部への支援要請の検討に関すること。

6
被災住民に対する心身及び食生活支援対策等各種相
談業務に関すること。

7 避難所生活支援に関すること。

8
被災者生活支援（医療的ケア者・妊産婦）に関するこ
と。

住民支援部
（福祉課長）

福祉課
福祉班

（兼　福祉課長）

長寿介護課
長寿介護班

（長寿介護課長）

健康づくり課
健康づくり班

（健康づくり課長）

保健師
保健師班

（統括保健師）



部　 部員 班  　　　　分           掌           事             務

① 危険建物の情報収集と安全確保に関すること。

② 市営住宅及び定住促進住宅の被災状況に関すること

3
建築基準法の施行に関する報告に基づき「災害時の
報告」をするための調査に関すること。

4
被災者への住宅供給及び住宅復興に係る相談に関す
ること。

5
応急仮設住宅の用地確保、建築、入居受付及び住宅
の応急修理に関すること。

6
住宅金融公庫の災害住宅貸付けに伴う特別な建築確
認審査業務の開設に関すること。

7
非常災害時における仮設建築物に対する制限の緩和
をする区域を知事に承認を求めて指定する業務に関
すること。

8 災害時の建築指導に関すること。

9 空き家バンクの被災状況に関すること

① 水防活動に関すること。

② 水防資機材の輸送及び応急処理に関すること。

③ 道路の障害物、がれきの除去に関すること。

④
土砂災害危険箇所等の情報収集と警戒、安全確保に
関すること。

⑤ 山地災害危険箇所等の巡視、応急対策に関すること。

⑥ 孤立集落の把握・解消等に関すること。

7 土地改良区との連絡調整に関すること。

⑧ 公共施設の被災状況に関すること。

⑨ 危険建物の情報収集と安全確保に関すること。

①
応急給水及び緊急時用水・飲料水の確保に関するこ
と。

② 水道の被害状況の記録統計に関すること。

③ 峡北地域広域水道企業団との連携に関すること。

④
被災地及び避難場所の飲料水の水質保全に関するこ
と。

⑤
各配水区域の配水計画、配水弁等の整備並びに保管
に関すること。

⑥ 地下水資源の調査保護に関すること。

⑦ 外部への支援要請の検討に関すること。

⑧ 下水道の被害状況の記録統計に関すること。

⑨ マンホールポンプの運転継続に関すること。

⑩ 県及び釜無川流域関連市町との連携に関すること。

⑪ 外部への支援要請の検討に関すること。

12 指定工事店の動員体制に関すること。

13 上水道施設設備の復旧に関すること。

14 下水道施設設備の復旧に関すること。

移住定住促進
課

移住定住促進班
（移住定住促進課
長）

住民支援部
（福祉課長）

インフラ支援部
（建設課長）

上下水道課
上下水道班

（上下水道課長）

建設課
建設班

（兼　建設課長）



部　 部員 班  　　　　分           掌           事             務

① 物資配送拠点の運営に関すること

②
救助物資等の受付、保管、仕分け、配分に関するこ
と。

③ 炊出し及びその他食料品の調達、配給に関すること。

④ 備蓄物資や資材等の緊急輸送に関すること。

5 農林業団体等との連絡調整に関すること。

6
農作物、農耕地の被害状況調査集計及び応急対策に
関すること 。

7 家畜の応急対策、応急救護及び防疫に関すること。

①
災害応急対策に要する資機材、車両器具、燃料調達
（災害協定含む）に関すること。

② 物資配送拠点の開設・運営に関すること

③ 災害による資材等の緊急輸送に関すること。

④ 民間自動車等の配車及び輸送に関すること。

5
被災商工業者に対する融資及び復興支援に関するこ
と。

6 商工業施設の被害調査及びBCP普及に関すること。

① 県内公的医療機関等との連絡に関すること。

② 災害拠点病院の運営に関すること。

③ 傷病者の受入に関すること。

4 医療体制に関する他部署との連携に関すること。

① 医療救護班の編制及び治療に関すること。

② 死体の検案協力に関すること。

③ 衛生資材の確保に関すること。

薬　剤　班
（兼 院長）

① 医療品の確保に関すること。

① 臨時ヘリポ－トの開設の協力に関すること。

② 被災児童生徒等の救護に関すること。

③
児童生徒等の被災状況の取りまとめ、報告等に関す
ること。

④ 児童生徒等の保健衛生に関すること。

⑤
避難所の開設及び運営に係る学校施設との連絡調整
に関すること。

6 応急教育に関すること。（教育施設、教材等の確保）

7
応急仮設住宅等の災害対策用地確保の協力に関する
こと。

①
水、火災その他災害の警戒防護及び現場活動に関す
ること。

② 水防信号の発令に関すること。

③ 避難誘導に関すること。

④ 災害情報の収集及び伝達の協力に関すること。

⑤ 救急・教護活動に関すること。

⑥ 行方不明者及び遺体の捜索に関すること。

⑦ その他水防団活動に関すること。

教　育　部

（教育課長）
教　育　課

教　育　班
（兼 教育課長）

水　防　部

（消防団長）

※分掌事務の◯が付いているものは初動事務

水防団
（消防団）

水　防　班

医　療　部

（事務局長）
市立病院

医　務　班
（兼 事務局長）

医　療　班
（院長）

物資支援部
（商工観光課長）

農政課・農業委
員会

農政班
（農政課長）

商工観光課
商工観光班

（兼　商工観光課
長）



３　水防本部員の出動及び非常配備体制について

１．全庁初動規定

(3) 参集後は、別に設ける「部署別初動規定」により業務を行う。

２．配備基準

(1)勤務時間中の対応

配備基準

１　気象に関する注意報が発
表され、必要と認められると
き

２　その他気象に関する注意
情報が発表されたとき

３　降り始めからの連続雨量
が80mmを超えたとき

４　その他必要に応じて市長
が配備を命じたとき

１　気象に関する警報が発表
されたとき

２　小中規模の水害の発生
が予想されるとき

３　その他必要に応じて市長
が配備を命じたとき

１　気象に関する警報が発表
され、被害が予想されるとき

２　土砂災害警戒情報が発
表されたとき

３　その他必要に応じて市長
が配備を命じたとき

２　市内において気象等に関
する特別警報が発表されたと
き

３　その他市内に大きな被害
が発生したとき

職員の対応

第１配備

(1)　配備要員となった者は水防本部（市役所）への参集を最優先とし、水防本部事務分掌による各部長の指
示により行動する。

（2）速やかな参集が不可能な場合（負傷や県外出張等）は、本人の安否及び参集可能時期について水防本
部に連絡をする。

(4) 配備要員は、災害が長期化する場合は各課（部）５割程度とし、原則１２時間を目途に交代で対応する。

配備要員以外の職
員は通常業務を行
う。

配備概要

配備要員以外の職
員は通常業務を行
うが、第３次配備へ
の移行に備える。

第３配備

中大規模の災害が
発生する恐れがあ
る状況であるため、
水防本部を設置し、
情報受伝達や応急
対策を行う。

・災害対策本部の
設置
・パトロール
・災害情報に関する
広報
・応急対策の実施
・被害状況調査
・被害状況を県へ報
告
・各施設管理者及
び自主防災組織と
の連絡
・その他事務分掌に
よる災害対策業務

上記の他、財務
政策課、デジタ
ル戦略課、農政
課、商工観光
課、福祉課、こど
も子育て課、教
育課、上下水道
課職員　他必要
と認める課職員

大規模な土砂災
害・洪水及び二次
災害の発生に備
え、配備要員以外
の職員も庁舎から
の外出等を控え、
必要に応じて水防
本部の指示に従
う。

第２配備

・水防本部の設置
・気象情報の伝達
・関係機関との連絡
・被害予想区域へ
情報伝達

上記の他、建設
課職員　他必要
と認める課職員

第４配備

対応事務

全職員を動員し、災
害対策に全力を集
中する。

全職員

配備要員

小規模の災害が発
生する恐れがある
と予測されるため、
状況に応じて速や
かに第３配備に移
行できる体制とす
る。

最小限の人員を
もって、予測される
災害の情報収集を
行い、災害発生に
備える。

・気象台等からの情
報を必要に応じて
関係部に伝達

総務課職員
他必要と認める
課職員

１　気象に関する大規模な災
害が発生し、又はその恐れ
があるとき

災害発生時に庁舎
内にいる職員は直
ちに水防本部の指
示に従い行動す
る。
また、庁舎外にい
る職員については
災害対策本部への
参集を最優先とし、
対応が不可能であ
る場合は連絡手段
を確保し、その旨を
報告する。



（2）勤務時間外の対応

配備基準

１　気象に関する注意報が発
表され、必要と認められると
き

２　その他気象に関する注意
情報が発表されたとき

３　降り始めからの連続雨量
が80mmを超えたとき

４　その他必要に応じて市長
が配備を命じたとき

１　気象に関する警報が発表
されたとき

２　小中規模の水害が発生
が予想されるとき

３　その他必要に応じて市長
が配備を命じたとき

１　気象に関する警報が発表
され、被害が予想されるとき

２　土砂災害警戒情報が発
表されたとき

３　その他必要に応じて市長
が配備を命じたとき

２　市内において気象等に関
する特別警報が発表されたと
き

３　その他市内に大きな被害
が発生したとき

第１配備

最小限の人員を
もって、予測される
災害の情報収集を
行い、災害発生に
備える。

・気象台等からの情
報を必要に応じて
関係部に伝達

宿日直職員
総務課危機管理
担当職員
他必要と認める
課職員

全職員

総務課、建設課
職員　他必要と
認める課職員

第４配備

小規模の災害が発
生する恐れがある
と予測されるため、
状況に応じて速や
かに第３配備に移
行できる体制とす
る。

配備要員は必要に
応じて総務課危機
管理担当に情報を
伝達する。

全職員を動員し、災
害対策に全力を集
中する。

配備概要 対応事務 配備要員 職員の対応

第２配備

全職員は直ちに災
害対策本部に参集
し、本部員の指示
により行動する。
また災害対策本部
への参集が不可能
である場合は、そ
の旨を報告する。

１　気象に関する大規模な災
害が発生し、又はその恐れ
があるとき

・水防本部の設置
・気象情報の伝達
・関係機関との連絡
・被害予想区域へ
情報伝達

配備要員以外の職
員は第３次配備へ
の移行が迅速に行
えるよう備える。

第３配備

中大規模の災害が
発生する恐れがあ
る状況であるため、
災害対策本部を設
置し、情報受伝達
や応急対策を行う。

・災害対策本部の
設置
・パトロール
・災害情報に関する
広報
・応急対策の実施
・被害状況調査
・被害状況を県へ報
告
・各施設管理者及
び自主防災組織と
の連絡
・その他事務分掌に
よる水防業務

上記の他、財務
政策課、デジタ
ル戦略課、農政
課、商工観光
課、福祉課、こど
も子育て課、教
育課、上下水道
課職員　他必要
と認める課職員

大規模な災害の発
生に備え、配備要
員以外の職員は、
極力自宅待機とし、
必要に応じて水防
本部の指示に従
う。



４　連絡系統図

5 監視警戒

（１）常時監視

　随時区域内の河川を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川
管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。
　なお、出水期までに当該河川管理者（国土交通省関東地方整備局、中北建設事務所峡北支所）と
共に、管内の河川・堤防その他水防に関係ある工作物を巡視するものとする。

（２）非常時監視

　気象の悪化が予想されるときは（１）で述べた監視、警戒をさらに厳重にし、事態に即応した措置を
講じなければならない。

教
育
部

住　民

各町
地区長

自主防災会

甲斐警察署
20-0110

水防団
(消防団）

峡北広域行政事
務組合消防本部

23-7911
9-220-1040
（防災電話）

総
務
部

住
民
支
援
部

イ
ン
フ
ラ
支
援
部

物
資
支
援
部

医
療
部

韮崎市水防本部
（災害対策本部）

22-1111
9-220-1013（防災電話）

警報

甲府地方気象台
055-222-2347

国土交通省
甲府河川国道事務所

(流域治水課)
055-253-5683（直通）
055-252-8884（平時）

95-200-534（防災電話）

山梨県水防本部（治水課）
055-223-1702（直通）

055-223-1111（内線7357）
9-200-7357（防災電話）

中北建設事務所峡北支
所

（河川砂防管理課）
23-3067

9-400-7002（防災電話）
各放送局



団体 団員数 連絡先 河川名

釜無川 左 7,200

塩川 左右 3,461

黒沢川 左右 4,400

権現沢川 左右 11,800

山之蔵沢川 左右 6,600

用の沢川 左右 4,000

燕沢川 左右 8,000

塩川 右 2,450

黒沢川 左右 1,800

塩川 右 2,000

黒沢川 左右 1,400

釜無川 左 2,100

須玉川 右 500

釜無川 右 3,600

小武川 右 1,800

戸沢川 左右 1,000

釜無川 右 3,300

唐沢川 左右 6,800

桐沢川 左右 2,000

堅沢川 左 1,400

堅沢川 右 1,300

甘利沢川 左 1,800

白沢川 左右 1,800

八幡沢川 左右 1,200

釜無川 右 1,000

御勅使川 左 1,600

割羽沢川 左右 1,000

大門沢川 左右 1,000

甘利沢川 右 2,200

釜無川 右 500

御勅使川 左 1,000

割羽沢川 左右 4,600

大門沢川 左右 1,400

甘利沢川 右 500

釜無川 右 4,100

御勅使川 左 2,000

割羽沢川 左右 1,600

第２節　水防団組織

韮崎分団 117

水防管理
団体名

指定の
有無

水防団(消防団)
所管区域

要水防河川
備考

左右岸延長（m）

090-1658-2947 韮崎地区

〃 〃 穂坂分団 89 090-9155-3401 穂坂町

韮崎市 有

〃 〃 藤井分団

090-9953-7242 穴山町

79

〃 〃 中田分団 39

080-3939-5795 藤井町

090-2645-0667 中田町

090-3514-4795 円野町

〃 〃

〃 〃 円野分団 30

穴山分団 45

〃 〃 清哲分団 41

090-1625-1734 旭町

〃 〃 神山分団 37

090-6028-3505 清哲町

090-6010-6585 神山町

080-5407-8488 大草町

〃 〃

〃 〃 大草分団 40

旭分団 49

090-1536-9344 竜岡町〃 〃 竜岡分団 46



左右 延長
岸別 （ｍ）

階級 種　別

栄 左 360 Ｂ 堤体漏水
堤体の変状の生じる
おそれがある箇所

韮崎市
第1水防倉庫

国土
交通省

甲斐市 宇津谷 左 1箇所 ― （重点）
堤防満杯流量の最も
低い箇所

韮崎市
第1水防倉庫

国土
交通省

栄 左 683 Ｂ 堤体漏水
堤体の変状が生じる
おそれがある箇所

韮崎市
第1水防倉庫

国土
交通省

大草町 若尾 右 1箇所 ― （重点）
堤防満杯流量の最も
低い箇所

韮崎市
第8水防倉庫

国土
交通省

龍岡町 若尾新田 右 1,438 Ｂ 水衝・洗掘
堤防前面の洗掘のお
それがある箇所

韮崎市
第8水防倉庫

国土
交通省

龍岡町 下條東割 右 216 Ｂ 越水（溢水） 余裕高不足
韮崎市

第8水防倉庫
国土

交通省

― （重点）
堤防満杯流量の最も
低い箇所

Ｂ 越水（溢水） 余裕高不足

Ｂ 堤体漏水
堤体の変状が生じる
おそれがある箇所

Ｂ 基礎地番漏水
基礎地番漏水の生じ
るおそれがある箇所

Ｂ 堤体漏水
堤体の変状が生じる
おそれがある箇所

Ｂ 基礎地番漏水
基礎地番漏水の生じ
るおそれがある箇所

Ｂ 堤体漏水
堤体の変状が生じる
おそれがある箇所

Ｂ 基礎地番漏水
基礎地番漏水の生じ
るおそれがある箇所

Ｂ 堤体漏水
堤体の変状が生じる
おそれがある箇所

Ｂ 基礎地番漏水
基礎地番漏水の生じ
るおそれがある箇所

Ｂ 堤体漏水
堤体の変状が生じる
おそれがある箇所

Ｂ 基礎地番漏水
基礎地番漏水の生じ
るおそれがある箇所

Ｂ 堤体漏水
堤体の変状が生じる
おそれがある箇所

Ｂ 基礎地番漏水
基礎地番漏水の生じ
るおそれがある箇所

左 50 Ｂ 水衝・洗掘 護岸洗掘おそれあり
韮崎市

第9水防倉庫
国土

交通省

左 1箇所 ― （重点）
氾濫危険水位設定箇

所
韮崎市

第9水防倉庫
国土

交通省

栄

第 ３ 章　重要水防区域

１　重要水防区域

河川名 町・大字 字
重要度

注意を要する理由 水防倉庫 河川管理

本町 左 2,141 Ｂ
国土

交通省

一丁目

釜無川

韮崎市
第1水防倉庫

堤体漏水
堤体の変状の生じる
おそれがある箇所

左 104

一丁目

国土
交通省

国土
交通省

韮崎市
第7水防倉庫

国土
交通省

韮崎市
第7水防倉庫

国土
交通省

国土
交通省

右 1箇所 ― （重点）
氾濫危険水位設定箇
所

韮崎市
第7水防倉庫

一丁目 右 140
韮崎市

第7水防倉庫

塩川

右 110
韮崎市

第7水防倉庫

一丁目 右 201
韮崎市

第7水防倉庫

国土
交通省

二丁目 右 131
韮崎市

第7水防倉庫

二丁目

二丁目 右 274

国土
交通省

二丁目 右 40

韮崎市
第7水防倉庫

国土
交通省

※階級評定　A 最も重要な区間　　B 次に重要な区間

御勅使川 龍岡町 下條南割



左右 延長
岸別 （ｍ）

階級 種　別
河川名 町・大字 字

重要度
注意を要する理由 水防倉庫 河川管理

左 104 Ｂ 水衝・洗掘
護岸洗掘のおそれあ

り
韮崎市

第9水防倉庫
国土

交通省

左 104 Ｂ 水衝・洗掘
護岸洗掘のおそれあ

り
韮崎市

第9水防倉庫
国土

交通省

左 112 Ｂ 水衝・洗掘
護岸洗掘のおそれあ

り
韮崎市

第9水防倉庫
国土

交通省

左 50 Ｂ 堤体漏水
堤体の変状が生じる
おそれがある箇所

韮崎市
第9水防倉庫

国土
交通省

左 60 Ｂ 水衝洗掘 洗掘されている
韮崎市

第9水防倉庫
国土

交通省

左 1箇所 ― （重点）
堤防満杯流量の最も
低い箇所

韮崎市
第9水防倉庫

国土
交通省

左 100 Ｂ

右 100 Ｂ

左 135 Ａ

右 135 Ａ

左 20 Ａ

右 20 Ａ

左 800 Ｂ

右 800 Ｂ

左 100 Ａ

右

左

右 100 Ａ

釜無川

塩川

上祖母石

韮崎市
第7水防倉庫

韮崎市
第5水防倉庫

韮崎市
第4水防倉庫

桐沢橋
上流

護岸洗掘 護岸弱し
山梨県中北
建設事務所
峡北支所

円野町
入戸野
橋上流

護岸洗掘 護岸弱し
韮崎市

第5水防倉庫

山梨県中北
建設事務所
峡北支所

山梨県中北
建設事務所
峡北支所

岩根 左 100 Ａ
工作物（管
渠）

堤防高不足

600 Ａ 堤防高 堤防高不足
韮崎市

第7水防倉庫

山梨県中北
建設事務所
峡北支所

左

山梨県中北
建設事務所
峡北支所

韮崎市
第6水防倉庫

韮崎市
第2水防倉庫

右 300

富士見・
中島

右 800 Ｂ 堤防高 護岸老朽

Ａ 堤防高

韮崎市
第7水防倉庫

山梨県中北
建設事務所
峡北支所

100 Ａ 堤防高

護岸弱し
山梨県中北
建設事務所
峡北支所

堤防高 堤防断面不足

山梨県中北
建設事務所
峡北支所

小武川
小武川橋
上

右 堤防高不足

寺沢川 上円井 堤防高 堤防高不足
韮崎市

第5水防倉庫

山梨県中北
建設事務所
峡北支所

円野町

堤防高不足
山梨県中北
建設事務所
峡北支所

韮崎市
第7水防倉庫

韮崎市
第8水防倉庫

権現沢川 穂坂町 宮久保 堤防高 堤防高不足
山梨県中北
建設事務所
峡北支所

龍岡町 若尾新田

藤井町
駒井橋
上流

岩下

古川

円野町

甘利沢川 神山町 鍋山

堤防高

更科橋
下流

更科橋
上下流

御勅使川 龍岡町 下條南割



２　土砂災害(特別）警戒区域箇所（土石流）

№ 区域名
特別警戒

区域を含む
区域

概ねの位置
（大字）

山梨県
告示番号

告示日

1 篭沢 ◯ 円野町上円井 第５９号 平成21年3月2日

2 篭沢－１ ◯ 円野町上円井 第７６号 令和7年3月24日

3 寺沢川 ◯ 円野町下円井 第５９号 平成21年3月2日

4 寺沢川の１ ◯ 円野町下円井 第５９号 平成21年3月2日

5 下円井沢の１ ◯ 円野町下円井 第５９号 平成21年3月2日

6 下円井沢の２－１ 円野町下円井 第５９号 平成21年3月2日

7 下円井沢の２－２ ◯ 円野町下円井 第５９号 平成21年3月2日

8 下円井沢－３ ◯ 円野町下円井 第７６号 令和7年3月24日

9 戸沢 円野町下円井 第５９号 平成21年3月2日

10 入戸野沢－１ 円野町入戸野 第５９号 平成21年3月2日

11 入戸野沢－２ 円野町入戸野 第７４号 平成29年3月23日

12 小石沢川 ◯ 円野町入戸野 第５９号 平成21年3月2日

13 唐沢川 円野町入戸野 第５９号 平成21年3月2日

14 清明沢－１ 清哲町折居 第５９号 平成21年3月2日

15 北沢 清哲町折居 第５９号 平成21年3月2日

16 南沢 ◯ 清哲町折居 第５９号 平成21年3月2日

17 桐沢川－１ 清哲町折居 第５９号 平成21年3月2日

18 老別当 清哲町青木 第５９号 平成21年3月2日

19 老別当の１ ◯ 清哲町青木 第５９号 平成21年3月2日

20 常光寺沢 清哲町青木 第５９号 平成21年3月2日

21 矢口沢 ◯ 清哲町青木 第５９号 平成21年3月2日

22 矢口沢の１ ◯ 清哲町樋口 第５９号 平成21年3月2日

23 樋口沢 清哲町水上 第５９号 平成21年3月2日

24 大洞沢 ◯ 神山町北宮地 第５９号 平成21年3月2日

25 大洞沢－１ ◯ 神山町北宮地 第７６号 令和7年3月24日

26 八幡沢川 神山町北宮地 第５９号 平成21年3月2日

27 白沢北沢 ◯ 神山町鍋山 第５９号 平成21年3月2日

28 北沢南沢 神山町鍋山 第５９号 平成21年3月2日

29 甘利沢川－１ ◯ 神山町鍋山 第５９号 平成21年3月2日

30 甘利沢川－２ ◯ 神山町鍋山 第５９号 平成21年3月2日

31 甘利沢川－３ ◯ 神山町鍋山 第５９号 平成21年3月2日

32 御坊沢川 ◯ 旭町上條北割 第５９号 平成21年3月2日

33 大門沢川－１ 旭町上條中割 第５９号 平成21年3月2日

34 大門沢川－２ ◯ 旭町上條中割 第５９号 平成21年3月2日

35 大門沢川－３ 旭町上條中割 第５９号 平成21年3月2日

36 倉の沢 旭町上條南割 第５９号 平成21年3月2日

37 高森沢－１ ◯ 旭町上條南割 第５９号 平成21年3月2日

38 高森沢－２ ◯ 旭町上條南割 第５９号 平成21年3月2日

39 高森沢の１ ◯ 旭町上條南割 第５９号 平成21年3月2日

40 中尾沢の１ ◯ 旭町上條南割 第５９号 平成21年3月2日



２　土砂災害(特別）警戒区域箇所（土石流）

№ 区域名
特別警戒

区域を含む
区域

概ねの位置
（大字）

山梨県
告示番号

告示日

41 湯舟沢の１ ◯ 旭町上條南割 第５９号 平成21年3月2日

42 湯舟沢の２－１ ◯ 旭町上條南割 第５９号 平成21年3月2日

43 湯舟沢の２－２ 旭町上條南割 第５９号 平成21年3月2日

44 湯舟沢の２－３ ◯ 旭町上條南割 第５９号 平成21年3月2日

45 西の沢 旭町上條南割 第５９号 平成21年3月2日

46 三之蔵沢 ◯ 穂坂町三之蔵 第７３号 平成23年3月7日

47 天白本川 ◯ 穂坂町三之蔵 第７３号 平成23年3月7日

48 天白沢 ◯ 穂坂町三之蔵 第７３号 平成23年3月7日

49 三之蔵 ◯ 穂坂町三之蔵 第７３号 平成23年3月7日

50 日之城沢 ◯ 穂坂町三之蔵 第７３号 平成23年3月7日

51 日之城沢－１ ◯ 穂坂町三之蔵 第７６号 令和7年3月24日

52 権現沢 ◯ 穂坂町柳平 第７３号 平成23年3月7日

53 燕沢－１ ◯ 穂坂町上今井 第７３号 平成23年3月7日

54 燕沢－２ ◯ 穂坂町上今井 第７３号 平成23年3月7日

55 上今井沢の１ 穂坂町上今井 第７３号 平成23年3月7日

56 上今井沢の２ ◯ 穂坂町上今井 第７３号 平成23年3月7日

57 上今井沢の３ ◯ 穂坂町上今井 第７３号 平成23年3月7日

58 長久保沢 穂坂町長久保 第７３号 平成23年3月7日

59 下新井沢の１ ◯ 穂坂町上今井 第７３号 平成23年3月7日

60 下新井沢の２－１ ◯ 穂坂町上今井 第７３号 平成23年3月7日

61 下新井沢の２－２ 穂坂町上今井 第７３号 平成23年3月7日

62 久保沢川 ◯ 穴山町久保 第７３号 平成23年3月7日

63 権現沢－１ ◯ 穂坂町柳平･甲斐市亀沢 第１０２号 平成23年3月14日

64 権現沢－２ 穂坂町柳平･甲斐市亀沢 第１０２号 平成23年3月14日

65 権現沢－３ ◯ 穂坂町柳平･甲斐市亀沢 第１０２号 平成23年3月14日

66 権現沢－４ 穂坂町柳平･甲斐市亀沢 第１０２号 平成23年3月14日

67 権現沢－５ 穂坂町柳平･甲斐市亀沢 第１０２号 平成23年3月14日

68 権現沢－６ 穂坂町柳平 第１０２号 平成23年3月14日

69 権現沢－７ ◯ 穂坂町柳平 第１０２号 平成23年3月14日

70 権現沢－８ ◯ 穂坂町柳平 第１０２号 平成23年3月14日

71 権現沢－９ ◯ 穂坂町柳平 第１０２号 平成23年3月14日

72 権現沢－１０ ◯ 穂坂町柳平 第１０２号 平成23年3月14日

73 権現沢－１１ 穂坂町柳平 第１０２号 平成23年3月14日

74 権現沢－１２ ◯ 穂坂町柳平 第１０２号 平成23年3月14日

75 上円井沢 ◯ 円野町上円井 第１６３号 平成23年3月28日

76 湯沢 ◯ 清哲町青木 第１６３号 平成23年3月28日

77 青木沢 ◯ 清哲町青木 第１６３号 平成23年3月28日



河川名 名称 位置 管理者 連絡先 構造

小武川 連合
れんごう

堰
せき

円野町上円井 上円井区長 0551-27-2013 手 動 巻 上 式

小武川 獺原堰
かうすっぱらせき

円野町上円井 上円井区長 0551-27-2013 手 動 巻 上 式

甘利沢川 山田
や ま だ

堰
せき

神山町鍋山 鍋山区長 090-3687-6264 木 扉

甘利沢川 郷堰
ごうせぎ

神山町鍋山 若尾区長 0551-22-8574 ハ ン ド ル 式

釜無川 韮崎
にらさき

用水
ようすい

一ツ谷 韮崎市建設課 0551-45-7625 手 動 巻 上 式

釜無川 祖母石
う ば い し

用水
ようすい

上祖母石 下祖母石区長 090-6006-6085 手 動 巻 上 式

釜無川 荊ノ木
ば ら の き

用水
ようすい

穴山町三ツ石 上祖母石区長 090-8744-5449 手 動 巻 上 式

釜無川 徳島
と く し ま

堰
せき

円野町上円井 徳島堰土地改良区 0551-22-0073 電 動 式

甘利沢川 山口
やまぐち

用水
ようすい

旭町上條北割山口 山口区長 090-3695-5092 木 扉

釜無川 海老
え び

島
じま

用水
ようすい

大草町若尾 若尾新田区長 090-3099-0922 手 動 巻 上 式

釜無川 力石堰
ちからいしせき

竜岡町若尾新田 力石堰組合長 090-2918-6760 手 動 巻 上 式

釜無川 新田
しんでん

堰
せき

穴山町上新田 新田堰組合長 090-4602-9770 電 動 式

須玉川 穴山亀石堰
あなやまかめいしせき

穴山町滝林 穴山亀石堰組合長 090-2237-2783 手 動 巻 上 式

須玉川 中田亀石堰
なかだかめいしせき

中田町小田川西林 中田亀石堰組合長 090-5814-9668 手 動 巻 上 式

塩川 楯
たて

無
なし

堰
せき

穂坂町宮久保上ノ原 楯無堰土地改良区 090-1123-1515 ハ ン ド ル 式

塩川 藤井
ふ じ い

堰
せき

中田町小田川屋敷 韮崎市建設課 0551-45-7628 ハ ン ド ル 式

第 ４ 章　ダム水こう門等及びその操作

ダム水こう門等の操作担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　



  

第 ５ 章 水防倉庫備蓄資材及び器具並びに輸送 
 

１ 水防倉庫を下記のとおり設置し、管理は建設課計画管理担当が行う。 

２ 水防倉庫の備蓄資材及び器具の配備は次のとおりとし、不足が生じた場合は直ちに補充しておくものとする。 

３ 資材確保のため水防区域の竹木などを調査すると共に、農家及び各業者等の手持資材を調査し緊急時の補給に備える

こと。 

４ 市内の重要水防区域（Ｐ．１２～１３）について、あらゆる状況を想定した輸送経路見取図を作成し、山梨県中北建設事務

所峡北支所に提出しておくものとする。 

    ※見取図には道路幅員を記入。また万一に備えた多角的輸送経路図としておくものとする。 

 

（１） 水防倉庫一覧（※位置図 Ｐ．４０～４６） 

 

（２） 水防倉庫備品一覧 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

第１水防倉庫 市役所倉庫 水 神 一 丁 目 3 番 1 号 第６水防倉庫 小 田 川 北杜市明野町小笠原6667番地1 

第２水防倉庫 武田橋北詰 水神一丁目4735番5先 第７水防倉庫 若 宮 道 喜 若宮二丁目1714番先 

第３水防倉庫 水 神 水神一丁目4759番4先 第８水防倉庫 若 尾 新 田 龍岡町若尾新田222番地2 

第４水防倉庫 青 木 清哲町青木1232番地1 第９水防倉庫 御勅使上橋北詰 旭町上條南割3314番地13 

第５水防倉庫 穴山橋西詰 円野町上円井1937番地9  

       河川名 

倉庫名 

    

 

 

資器材名 

釜無川 塩川 釜無川 御勅使川 

計 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

市

役

所

倉

庫 

武

田

橋

々

詰 

水

神 
青

木 

穴

山

橋

々

詰 

小

田

川 

若

宮

道

喜 

若

尾

新

田 

橋

々

詰 

上

御

勅

使 

剣スコップ（丁） １８ ３  ２ ３ ３ ３ ３ ３ ３８ 

角スコップ（丁） ８ ２  ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２２ 

ツルハシ（丁） ５ ２  １ ２ ２ ２ ２ ２ １８ 

鎌（丁） 11 ５  ３ ５ ５ ５ ５ ５ ４４ 

鉈（丁） ２ １  １ １ １ １ １ １ ９ 

鋸（丁） 10 １  １ ２ １ １ １ １ １８ 

ペンチ（丁） ４ １  １ １ １ １ ２ ２ １３ 

カッター（丁） ３ ２   ２ １ ２ ２ ２ １４ 

掛矢（丁） １２ ２  １ ２ ２ ２ ２ ２ ２５ 

シート（枚） ２ １  １ １ １ １ １ １ ９ 

照明器（灯） ２４         ２４ 

鳶口（本） ３ ２  ２ ３ ２ ２ ２ ２ １８ 

土のう袋（枚） 4,500 200  400 400 200 400 1,000 400 7,500 

鉄線蛇籠（本） ２ ２０  ２０ ２０ 10 ３ ３０ ２０ １２５ 

竹蛇籠（本）    １０  ２０ ５ １７ １４ ６６ 

木材（基）     ３  １ ５  ９ 

縄（巻） １３ ５  ７ ９ ５ ５ ６ ４ ５４ 

鉄線（巻） ８ ９  ２ ２  ２ ２ ２ ２７ 

杭（本） ８   １６ １３ 20 １８  １８ ９３ 

栗石（㎥）  １        １ 



  

第 ６ 章 避難勧告、指示などの発令基準 
 

第１節 洪 水 
 

１ 水防法第１０条第３項及び第１１条の規定により県知事から洪水状況の通報を受けたときは、水防管理者は直ちに 

山梨県中北建設事務所峡北支所長と連絡をとり管内へ洪水状況を速やかに通報しなければならない。 

２ 水防管理者は、山梨県中北建設事務所峡北支所長または水位観測者より洪水状況の通知を受けた時又はその他出

水の恐れありと察知した時は、直ちに連絡員を派遣し水位の変動を監視する。 

水 位 観 測 所 一 覧 表                                               （単位：ｍ） 

河川名 
水位観測 

所名 

水位観測 

所位置 

建設事 

務所名 

水防団待機

(通報) 

はん濫注意

（警戒） 

避難判断 

（特別警戒） 
関係団体 管理者 

富士川

（釜無川） 
船山橋 

龍岡町 

若尾新田 
峡北支所 1.50 2.00 2.00 

韮崎市・ 

甲斐市 

国土 

交通省 

塩川 

 

岩根橋 

 

藤井町 

北下條 
峡北支所 0.80 

 

1.70 

 

2.10 韮崎市 山梨県 

塩川 
甲斐市 

金剛地 

甲斐市 

宇津谷 

中北建設

事務所 
－ （6.60） （7.60） 

韮崎市・ 

甲斐市 

国土 

交通省 

御勅使川 
龍岡町 

堀切 

南ｱﾙﾌﾟｽ市 

野牛島 
〃 －  （1.30） 1.50 

韮崎市・ 

南ｱﾙﾌﾟｽ市 
〃 

小武川 小武川橋 
北杜市武川町

宮脇1432-5 
峡北支所 1.00 1.80 － 

韮崎市・ 

北杜市 
山梨県 

釜無川 穴山橋 
円野町上円井

1891 
〃 1.10 1.70 1.70 韮崎市 〃 

御勅使川 御勅使上橋 
旭町上條南割

3314 
〃 1.60 2.00 2.00 

韮崎市・ 

南ｱﾙﾌﾟｽ市 
〃 

                         （ ）内は参考値 

 

第２節 土砂災害 
 

   土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条第１項の規定により、本市で土砂災害
の発生の可能性がある場合は、下表のとおり判断基準を定める。なお、運用にあたっては、山梨県が発令する「土砂
災害警戒情報」や今後の気象予測、警戒区域の巡視等からの報告を含めて総合的に判断して発令する。 

 

区分 現地による基準 

気象情報等による基準 土砂災害 
警戒情報 

による基準 
前日までの連続雨量
が100㎜以上の場合 

前日までの連続雨量
が40～100㎜の場合 

前日まで降雨が 
無い場合 

高齢者等避難 
湧水、地下水に濁り
等が見つかった時 

当日雨量が50㎜ 
を超えた時 

当日雨量が80㎜ 
を超えた時 

当日雨量が100㎜を
超えた時 

― 

避難指示 

渓流付近の斜面崩壊
等が見つかった時 

当日雨量が50㎜を超
え、時間雨量が30㎜
を超えた時 

当日雨量が80㎜を超
え、時間雨量が30㎜
を超えた時 

当日雨量が100㎜を
超え、時間雨量が
30㎜を超えた時 

発表された時 

土砂災害危険

度情報ﾚﾍﾞﾙが

表示された時 

近隣で土砂災害が発
生し、流木・斜面亀裂
等が見つかった時 

― ― ― ― 

 



  

第 ７ 章 出動及び作業 
 

第１節 水防管理団体の非常配備 
 

１ 水防管理者は管下の水防団（消防団）を非常配備につかせるための指令は次の場合に発するものとする。 
（１） 水防管理者が自らの判断により必要と認める場合 
（２） 知事からの警報事項の伝達を受けた場合 
（３） 緊急にその必要があるとして国土交通省関東地方整備局長又は山梨県知事から指示があった場合 

 
２ 本部員の非常配備 

    第２章第１節水防本部機構、Ｐ.８「水防本部員の出動及び非常配備体制について」を参照。 
 

３ 水防団（消防団）に対する非常態勢 
（１） 待  機 

       水防団（消防団）の連絡員を本部に詰めさせ、団長はその後の情勢を把握することに努め、また水防団各分団 
は直ちに次の段階に入り得るような状態におくものとする。待機命令は次の状況の際に発する。 

       ① 洪水予報が発せられたとき 
       ② その他予報等が発せられたとき 

（２） 準   備 
       水防団（消防団）の各分団長等役員は、所定の詰所に集合し、また資器材の整備点検、作業人員配備計画等に

あたり水防上危険ある工作物のある箇所への団員の派遣、水位観測、堤防監視等のため一部団員を出動させ
る。準備命令は概ね次の状況の際発するものとする。 

       ① 河川の水位が通報水位に達し、なお上昇の恐れがあり、かつ出動の必要が予測されるとき 
       ② 水防警報が通知されたとき 
       ③ 自ら必要と認めたとき 

（３） 出   動 
       水防団（消防団）の一部または全員が所定の詰所に集合し、出動命令は概ね次の状況の際に発するものとす 

る。 
       ① 河川の水位が警戒水位に達し、なお上昇の恐れがあるとき 
       ② 水防警報（出動）が通知されたとき 

③ 自ら出動の必要を認めたとき 
    （４） 安全配慮 
      ① 水防活動は原則として複数人で行う。 
      ② 水防活動時には、ラジオの携行等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施する。 
      ③ 水防活動時の安否確認を可能にするため、非常時でも利用可能な通信機器を携行する。 
 

４ 報     告 
     次の場合には水防管理者は中北建設事務所峡北支所に報告するものとする。 

 （１） 警戒水位に達し、またそれ以外の場合においても水防団（消防団）が出動したとき、この場合水防管理者は
その所轄区域内に出動信号を発すると共に韮崎警察署に通報するものとする。 

 （２） 危険が増大し水防事業を開始したとき 
 （３） 堤防その他の異常を発見したとき 

                              
５ 注意事項 

（１） 水防本部員は常に気象状況の変化に注意し、水防命令が予想されるときは出動しなければならない。 
（２） 第１配備発令後はできる限り火急の外出をさけ待機しなければならない。 
（３） 非常勤者はみだりに勤務場所を離れてはならない。 
（４） その他勤務代行者はあらかじめ自己の勤務すべき時期を確認しておき、水防事務に支障をきたさないように

しなければならない。 
 

第２節 水防事業 

 
１ 水防工法 （Ｐ．３３～３９） 

 
 



  

 
２ 水防上の注意 

（１） 水防団員は出動前によく家事を整理し、万一家人が待避する場合における待避要領等を家人に伝え後顧の
憂いなくし、一旦出動したなら命令なくして部署を離れる等勝手な行動をしてはならない。 

（２） 作業中は終始敢闘精神をもって上司の命に従い、団体行動をとらなければならない。 
（３） 作業中は私語を慎み言動に注意し、特に夜間は「溢水」「破堤」等の想像上の言語を用いてはならない。 
 

第３節 水防標識及び身分証明 

 
水防作業を正確迅速、かつ規律正しく団体行動をとらせるため、次のように定める。 

１ 水防要員の標識（A） 
（１） 左腕に腕章を付ける。 

２ 屯所の標識 
（２） 昼間の標識（B1） 
（３） 夜間は堤灯を掲げる（B2） 

３ 水防用自動車優先通行標識（C） 
 

 

 

 

 



  

 

水 防 公 務 証 

 

 

 

 

                                   表                                          
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           心       得 

１ 記名以外の者の使用を禁ず 

２ 本証の身分に変更のあったときは速やかに訂正

を受けること 

３ 本証の身分を失ったときは直ちに本証を返還す

ること 

４ 本証は水防法第36条第2項による立入証である 

 

第 
 
 
 

号 
 

水  
防  

公  

務  

証 

 

身
分
（職
名
） 

氏 
 

 

名 生
年
月
日 

           

韮 

崎 

市 

6.0ｃｍ 



  

第４節 水防信号 

 

 

種  類 

 

 

説     明 

 

警 戒 信 号 

 

サ イ レ ン 

第１信号 

量水標の水位が警戒水位に達

し、なお増大の恐れのあること

を知らせるもので水防関係者

が待機し、資材の手配・準備す

る。 

○休止  ○休止  ○休止 

約５秒 約15秒 約５秒 約15秒 約５秒 

 

○―― 休止 ○―― 休止 ○―― 

第２信号 

水防機関に属する全員が出動

すべきことを知らせる。 

 

 

○―○―○  ○―○―○  ○―○―○ 
約５秒 約6秒 約５秒 約6秒 約５秒 

 

○―― 休止 ○―― 休止 ○―― 

第３信号 

水防管理団体の区域内に居住

するものの出動すべきことを

知らせる。 

○―○―○―○  ○―○―○―○ 

 

○―○―○―○ 

約10秒 約5秒 約10秒 約5秒 約10秒 

 

○―― 休止 ○―― 休止 ○―― 

第４信号 

必要と認める区域内の居住者

に避難のため立退くべきことを

知らせる 乱     打 

約1分 約5秒  約１分 約5秒 

 

○―― 休止  ○―― 休止 

 

地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて水防信号を発する。 

 

 

 

 

第５節 決壊の通報 

 

 堤防等の破堤又はこれに準ずべき事態が発生した場合、水防法第２５条の規定により直ちにその旨を中北建設事務所

峡北支所長及び氾濫の及ぶ隣接の水防管理団体に通報しなければならない。 

 

第６節 避難のための立退 

 

１ 水防管理者は自ら防御する堤防等が破堤した場合又は破堤の危機にひんした場合には直ちに必要と認める区域 

の居住者に対し立ち退き又はその準備を指示すると共に立退先及びその経路を選定しておくものとする。 

２ 水防管理者は立退きを又は準備を指示した場合は当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知するものとする。 

 

第７節 水防解除 

 

 水位が警戒水位以下に減じ水防警戒の必要がなくなったときは、水防管理者は水防を解除し、これを一般に周知させ

ると共に中北建設事務所峡北支所を通じ知事にその旨を報告するものとする。 

 

 

 

 



  

第 ８ 章  訓  練 

 

第１節 水防訓練 

 

１ 市は６月末までに県水防指導員の指導により水防訓練を行うものとする。 

２ 訓練要領は県総合水防演習に準じ中北建設事務所峡北支所長と協議のうえ次の訓練を行うものとする。 

（１） 観  測 

（２） 通  報 

（３） 動  員 

（４） 輸  送 

（５） 工  法 

（６） 避  難 

 

第２節 情報伝達訓練 

 

１ 市は６月末までに、県水防本部（県土整備部治水課）の指導により土砂災害等を想定した情報伝達訓練を行うものす

る。 

２ 市は６月末までに、大門 ・塩川両ダム管理事務所の指導により、放流時の危害防止の措置等を想定した情報伝達訓 

練を行うものとする。 

３ １の情報伝達訓練は災害時を想定している為、総務課所管の防災電話及び防災ＦＡＸを使用するものとする。 

 

 

第 ９ 章 関係機関の協力及び応援 

 

第１節 河川管理者の協力 

 

１ 直轄河川における河川管理者関東地方整備局長は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防 

のための活動に次の協力を行う。 

（１） 水防管理団体に対して、河川に関する情報（河川の水位、河川管理施設の操作状況に関する情報、ＣＣＴＶの映

像、ヘリ巡視の画像等）の提供 

（２） 水防管理団体に対して、氾濫（決壊又は溢流）想定地点ごとの氾濫水到達市町村の事前提示、及び水防管理者等

から異常な漏水等についての通報を受けた場合には通報すべき関係者（関係機関・団体）の提示 

（３） 堤防が決壊したとき又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したときは河川管理者による関係者及び一般への周知 

（４） 重要水防箇所の合同点検の実施 

（５） 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

（６） 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者の応急復旧資器

材又は備蓄資器材の提供 

（７） 水防管理団体及び水防協力団体の人材で不足するような緊急事態に際して、水防に関する情報又は資料を収集

し、及び提供するための職員の派遣 

 

２ 河川管理者山梨県知事は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動に次の協力 

を行う。  

（１） 水防管理団体に対して、河川に関する情報（管理する河川の水位、河川管理施設の操作状況に関する情報、ＣＣＴ

Ｖの映像）の提供  

（２） 水防管理団体に対して、氾濫（決壊又は溢流）想定地点ごとの氾濫水到達市町村の事前提示、及び水防管理者等

から異常な漏水等についての通報を受けた場合には通報すべき関係者（関係機関・団体）の提示  

（３） 堤防又はダムが決壊したとき又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したとき（氾濫発生情報を発表する場合を



  

除く）、河川管理者による関係者及び一般への周知  

（４） 重要水防箇所の合同点検の実施  

（５） 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者の応急復旧資器

材又は備蓄資器材の提供  

（６） 水防管理団体及び水防協力団体の人材で不足するような緊急事態に際して、水防に関する情報又は資料を収集し、

及び提供するための職員の派遣 

 

第２節 隣接市との協定事項 

 

１ 水防管理者は隣接市と協定し、次の場合相互に連絡するものとする。 

（１）  水位の連絡通報 

（２）  出水の恐れある場合の通報 

（３）  危険が増大し水防作業を開始したとき 

（４）  隣接地の堤防が決壊した場合 

（５）  隣接地の家屋・耕地等が流失、浸水した場合 

（６）  水位が低下し水防警戒がなくなった場合 

 

２ 連絡方法は最も迅速なる方法をもって行うものとする。 

 

 

第 10 章 公 用 負 担 

 

１ 公用負担権限 

    水防法第２８条の規定により、水防のため必要があるときは水防管理者又は消防機関の長は次の権限を行使する

ことができる。 

（１）  必要な土地の一時使用 

（２）  土石、竹木その他の資材の使用もしくは収用 

（３）  車両その他の運搬用器機の使用 

（４） 工作物、その他の障害物の処分 

 

２ 公用負担命令権限証 

水防法第２８条の規定により公用負担を命ずる権限を行使する者は、水防管理者又は消防機関の長にあっては 

その身分を示す証明証を、その他委任を受けた者にあっては次のような証明証を携行し、必要ある場合にはこれを

提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公用負担命令権限証 

 

身分     所属 

                   氏 名 

 

上記の者に     の区域における水防法第２８条第１項 

の権限行使を委任したことを証明する。 

 

    年   月   日 

韮崎市長   氏         名   

  



  

 

３ 公用負担命令書 

水防法第２８条第２項の規定により公用負担を命ずる権限を行使する際は、原則として次のような命令書を目的 

   の所有者、管理者又はこれに準ずべき者に手渡して、これをなすものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11 章 そ の 他 

 

第１節 水防顚末報告 

 

水防が終結した時は、水防管理者は遅滞なく「水防実施状況報告書（Ｐ．３０）」を中北地域県民センターに報告する。 

 

第２節 水防記録 
 

   次により水防記録を作成しておくものとする。 

 

１ 天候の状況ならびに警戒中の水位観測表 

２ 警戒出動及び解除命令の時刻 

３ 水防団長又は消防機関に属する者の出動の時期及び人員 

４ 水防作業の状況 

５ 堤防その他の施設の異状の有無及びこれに対する処理とその効果 

６ 使用資材の種類及び員数とその消耗分及び回収分 

７ 水防法第２８条による収用又は使用器具・資材の種類及び使用場所 

８ 障害物を処分した数量及びその事由並びに除去の場所 

９ 土地を一時使用したときはその箇所及び所有者住所氏名とその事由 

１０ 応援の状況 

１１ 居住者出動状況 

１２ 警察の援助状況 

１３ 現場指導官公吏の氏名 

１４ 立退きの状況及びそれを指示した事由 

１５ 水防関係者の死傷 

１６ 殊勲者及びその功績 

１７ 以後水防につき考慮をする点、その他水防管理者の所見 

１８ 堤防その他の施設にして緊急を要するものが生じた時はその場所及びその損傷状況 

１９ その他必要な事項 

 

公用負担命令書 

第   号 

  目的物種類 種 類 員 数 

  負担の内容 使 用 権 用 人分 

    年  月  日 

 

韮 崎 市 長  

 

事務取扱者     印 

 

何 某 殿 

 



 

様式23 

水防実施状況報告書 

作成責任者      印 

管 理 団 体 名  指 定 非 指 定 の 別  

水 防 実 施 時 の 台 

風 名 又 は 豪 雨 名 
 報 告 年 月 日    年   月   日 

場   所 川 
右 

左 
岸       地先 

 
管理団体 県支出金 合   計 

日   時 
自           月            日 

至           月            日 

所 

有 

資 

材 

人 

件 

費 

手 当 円 円 円 

そ の 他    

出 動 人 員 

水防団員 消防団員 その他   計 計    

物 

件 

費 

資 材 費    

人      人    人   人 器 材 費    

水 防 作 業 の 

概 況 及 び 工 法 

工 法      箇 所      m 燃 料 費    

雑 費    

計    

合   計    

水

防

の

効

果 

 堤 

防 

ｍ 

田 

 

ha 

畑 

 

ha 

家 

 

戸 

鉄 

道

m 

道 

路 

m 

人 

口 

人 使 

用 

資 

材 

か ま す 、 俵    

む し ろ 
   

効 果 
       な わ    

丸 太    

被 害 
       そ の 他    

    

他の団体よりの応援の状況  
立 ち 退 き の 状 況 及 び 

そ れ を 指 示 し た 理 由 

 

居 住 者 出 動 状 況  
水防功労者の氏名年齢所

属 及 び そ の 功 績 概 要 

 

警 察 の 援 助 状 況  

堤防その他の施設等の異常

の有無及び緊急工事を要す

るものが生じたときはその場

所 及 び 損 傷 状 況 

 

現 場 指 導 官 公 吏 ・ 氏 名  水防活動に対する自己批判 

 

水 防 関 係 者 の 死 傷  備 考 

 



 

 



要配慮者施設への情報伝達経路図

※ 要配慮者施設への伝達経路以外は省略

韮崎市水防本部
（災害対策本部）

国土交通省
甲府河川国道事務所

■富士川（釜無川）・御勅使川・
　塩川（国管理）洪水予報等の伝達

住民支援部

要配慮者施設

■塩川（県管理）洪水予報等の伝達
■釜無川･御勅使川（水位周知河川）の
　水位情報等の伝達
■その他河川（県管理）の水位情報等
　の伝達

山梨県水防支部
（中北建設事務所峡北支所）

韮崎市水防本部
（災害対策本部）

住民支援部

要配慮者施設

山梨県水防支部
（中北建設事務所峡北支所）

山梨県水防本部
（治水課）



 
 
 
 
 
 
 

資   料 
 
 
 
 
 
 

水 防 工 法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

フルコン土嚢

か ま す 

積  土  嚢 

 

この工法は堤体の沈下の場合或は堤高以上の水位に達するときは尖端表肩より50cm乃至1mを隔て 

所要の高さまで土俵或は土のうを以て積立てるものとする。 

一材料   空俵および縄   杭木または青竹 



   

掛木(又は竹流し) 

断 面 

樹木の種類は杉、桧、栂等多く且つ強いものを良とする。 

こずえを下にして欠口に流し掛枝に土俵又は砂利俵の重しを結び

付け 

割竹或いは鉄線にて尖端の留杭につなぎ留るものとする。 

立木を得るに不便の場合は葉付竹数本を束ねて水流同様流す。 

 



   

むしろ張り

堤防の表法の垂下り或いは波欠けを防止する方法でむしろとむしろとを縫い

合わせ 

竹を取り付け土俵を縛り之を巻き置きて法面に転がしてその元付は鉄線にて

留杭につなぐ 

材 料   (土嚢・かます)   縄  むしろ   竹   杭木   鉄線 

 

 



   

中 聖 牛 一 組 当 り 材 料 表 
 

名    称 材   料 長 末   

口 
本   

数 単  位 摘    要 

棟 木 桁 木 雑   木 7.30 0.12 3.0 本 棟木１本 桁木２本 

前合掌木梁木 〃 4.50 0.12 5.0 〃 前合掌木２本 梁木

３本 

中 合 掌 木 〃 3.50 0.12 2.0 〃  

前 立 体 〃 3.60 0.09 1.0 〃  

砂 払 木 〃 4.50 0.09 1.0 〃  

後 合 掌 木 〃 2.70 0.09 2.0 〃  

棚 敷 木 〃 3.60 0.09 10.0 〃  

結 束 鉄 線 10♯     10.0㎏ 

重   籠 蛇   籠 4.50 0.45 8.0 本  

尻   押 〃 3.60 0.45 3.0 〃  

詰   石 栗   石   9.38 ㎡  



   

組 立 要 領 

 

1.組立掌木2本 砂払木結束3ケ所 

 

2.前合掌木と棟木 

 

3.桁木左右2本と前合掌木の結束3ケ所 

 

4.中合掌木と棟木 桁木2本結束3ケ所 

 

5.後合掌木と棟木 桁木2本の結束3ケ所 

 

6.梁木3本を桁木に結束 

 

7.前立木と前合掌木梁砂払木の結束3ケ所 

 

8.柵敷木を梁木3本に結束36ケ所 

 

9.重籠をのせる(籠と籠を束ぐ) 

 

10.尻押  〃  (    〃    ) 

 

 

結束は柵敷木を除き凡て8回巻とし合掌木は各組とも2本

宛 

 

上部は針巻とする。 

 

桁木の右部は尖端より10度位尻の方を上げ目にする。 

 



   

 

三 角 枠 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

三角枠一組当り材料表 

名称 材料 長 末口 本数 単位 

枠柱 雑木 2.0 0.1 6.0 本 

結束鉄線 #12   3.0 Kg 

重籠  0.70 0.50 1 本 

詰石    0.14 m3 
  

折返し 

竹のかみ合せ部分には桟俵をあてる 

 

摘要 

天端及び川裏の亀裂欠け崩しの場合は表面及び裏法の双

方に竹を突き押えを天端肩に於ける土俵の上に折り曲げ天

端に於いて双方の竹を折返しに子縄にて結束する。 



韮崎市

第３水防倉庫（水神）
韮崎市水神一丁目４７５９番４先

第２水防倉庫（武田橋北詰）
韮崎市水神一丁目４７３４番５先

第１水防倉庫（市役所）
韮崎市水神一丁目３番１号



韮崎市

第４水防倉庫（青木）
韮崎市清哲町青木１２３２番１



韮崎市

第５水防倉庫（穴山橋西詰）
韮崎市円野町上円井１９３７番地９



韮崎市

第６水防倉庫（小田川）
北杜市明野町小笠原６６６７番地１



韮崎市

第７水防倉庫（若宮道喜）
韮崎市若宮二丁目１７１４番先



韮崎市

第８水防倉庫（若尾新田）
韮崎市龍岡町若尾新田２２２番地２



韮崎市

第９水防倉庫（御勅使上橋北詰）
韮崎市旭町上條南割３３１４番地１３



○韮崎市水防協議会条例 

昭和 35 年７月 10 日条例第９号 

（設置） 

第１条 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 34 条第１項の規定に基づき、水防計画その他水防に関

し重要な事項を調査審議するため、韮崎市水防協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 

（組織） 

第２条 協議会は、会長１人、委員 25 人以内で組織する。 

２ 会長は、水防管理者をもって充てる。 

３ 委員は関係行政機関の長、市職員及び水防に関係のある団体の代表者並びに学識経験のある者

のうちから水防管理者が委嘱する。 

 

（会長の職務） 

第３条 会長は、会議を掌理し、協議会を代表する。 

２ 会長は、会議を招集し、その議長となる。 

３ 会長に事故あるときは、その指名する委員が、その職務を代理する。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（会議） 

第５条 協議会は、委員３分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

２ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

 

（書記） 

第６条 協議会に書記を置き、会長が市職員の中から命ずる。 

２ 書記は、会長の命を受け庶務に従事する。 

 

（委員の費用弁償） 

第７条 委員が会議に出席する場合は、その費用を弁償する。 

２ 前項の費用弁償の額及び方法は別に定める。 

 

（会長の定める事項） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。 

 

 

附 則（令和４年３月 25 日条例第 13 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 


